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要約

地域の「まちづくり」の分野において，行政，市民，企業及びNPO等様々な地域社会のセ

クターが対等で平等な関係を築き，それぞれの組織の特徴と役割を活かしながら活動する「協

働」による取組みが活発化している。

本稿においては，複数のセクターから構成される連携形態のもとで，参加主体の協調による，

各々の資源の動員によって当該地域社会の問題解決に寄与する状況を「地域協働」と定義し

①実際に地域協働の取り組みがどのような活動の下で生起するのか.②地域協働を促す組織

体制には，どのような差異があるのか，③地域協働を促す要因として何が重要なのか，

という問題意識を設定した。

そして，都市の郊外拡散や大型小売店の出庖等により衰退の著しい中心市街地の再生に向け

て組織される「中心市街地活性化協議会」の活動に着目し，アンケート調査を実施した。その

結果，地域協働による活動を促すためには 単に組織を形成するのみならず.構成員問のコー

デイネート機能を生成する活動パターンの位置づけ，構成員聞の連携に必要となる人材の配置

が重要となることを抽出した。さらに，地域協働による活動を促すための要因や必要な要素と

して.r危機感J.rリーダーシップJ.rビジョンの有無」等が重要であることが浮き彫りとなっ

た。

キーワード:地域協働.中心市街地活性化，成功要因・要素

1.はじめに

地方都市を中心に，中心市街地における居住人

口の減少，郊外における大型小売庖の出庖に伴う

商庖街の衰退などにより従来からの地縁やコミュ

ニティー機能が急速に低下している。他方で，現

在. r国から地方への」分権改革論議が巻き起こ

り，地方自治体の役割がこれまで以上に重要とな

る。しかし，多くの地方自治体においては，ひっ

迫する財政事情.多様化する住民や企業のニーズ

への対応が単独では困難となっている。

こうした状況の下，地域の「まちづくり」の分

野において，行政，市民，企業及ぴNPO等様々

1 本稿は.2009年9月，香川大学にて開催された日本計
画行政学会第32回全国大会における報告を発展させたも
のである。

T 広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期(マネジ
メント専攻)

なセクターが対等で平等な関係を築き，それぞれ

の組織の特徴と役割を活かしながら活動する「協

働 (partnership)Jによる取り組みが活発化して

いる。

この取り組みは，近隣住民等から構成される町

内会のようなコミュニティー組織から. rタウン

マネジャー」と呼ばれる専門的人材の配置や，

「まちづくり会社」の創設等，従来のコミュニ

ティー組織とは異なる専門的な組織により展開さ

れている。他方で，かかる協働の取り組みがどの

ような位置づけや体制であれば生成されるのか，

また，多様な主体の参画による協働を生成する要

因や要素については，十分な研究の蓄積に乏し

しミ。

そこで，本稿は.地域社会を構成するセクター

の協働による「まちづくり」の取り組みに主眼を
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置き，これまでの定義付け，形態の変化を整理す

る。そのうえで，本稿における定義と，セクター

聞の協働の取り組みを促進するための要因や要素

の抽出を試みる。具体的には，全国各地に組織さ

れている「中心市街地活性化協議会」の「場」を

通じて構成員の協働による活動を促進させるため

の要因をアンケートにより得られた回答から抽出

する。

最後に，今後の地域における各セクターの連携

に必要な取り組みや課題について提起する。

2.先行研究の整理

(1)協働の定義

まず，本章では地域社会における「協働」の概

念のレビューと本論文における定義を設定する。

「協働」は，我が国において1960年代以降におけ

る社会問題に対する市民参加の取り組みを契機と

して，今日に至るまで概念が提示されている。そ

の範障は，行政サービスの提供にあたって行政と

住民との活動がその概念の射程であった。

荒木(1996)2は， I r協働』とは，ある種の目標

達成のために関係者の主体的な役割が体系化され

ている状態を意味し，その状態を組織という概念

で示すもの。」と指摘した。そして，その主体は，

「行政(自治体職員)Jと「住民Jの「二者間」と

し「地域住民と自治体職員とが心を合わせ，力

を合わせ，助け合って，公共的性質をもっ財や

サービスを生産し供給していく。」と定義して

いる。その後， 2000年の特定非営利活動法を契機

として生まれた NPO法人をベースに，田尾

(2000)3は， I行政と市民の協働によるサービスの

創出，提供，さらにその評価を含む一切の連携関

係のこと。」と定義している。

しかし地域における構成主体は.自治体と市

民だけではなく，また，純粋な行政サービスの提

供とは言えない領域も存在する。こうした観点か

ら，山岡 (2003)4は， INPO一行政J. INPO-

企業J，I企業一行政Jという異なる 2者間の関係

に視点をあて， I異種・異質の組織が，共通の社

会的な目的を果たすために，それぞれのリソース

(資源や特性)を持ち寄り，対等の立場で協力し

て共に働くこと」と定義している。

さらに，多主体に関する連携について，木原

(2003)5は， I行政一住民(含む NPO) 一企業」

に焦点を当て， I公共活動の共通目的を達成する

ために，パートナーを尊重した対等な関係で共同

活動を行い，活動の成果を相乗的，効果的に創出

する戦略的，実践的行為Jとして位置づけてい

る。

他方，小島 (2006)6，後藤 (2008)7は， I行政，

NPO，企業」の多主体聞の連携に着眼しつつ，

戦略性を加味し， Iセクターを異にする複数の組

織が異なるいくつかの戦略的意図を実現するため

に，単一セクターの主体のみでは実現が困難な事

柄を協働して実行する活動。」として定義してい

る。

表 1 協働に関する主体と定義

荒木(1996) 回尾(2001)

協働の主体 行政(自治体職 行政一住民(含
員)一住民 むNPO)

定義の内容 地域住民と自治 行政と市民の協

体職員とが心を 働によるサーピ
合わせ，力を合 スの創出，提
わせ，助け合っ 供，さらにその
て，公共的性質 評価を含む一切
をもっ財やサー の連携関係のこ

ピスを生産し， と。
供給していく。

2 荒木昭次郎『自治行政における公民協働論ー参加論の
発展形態として-J.東海大学政治経済学部紀要第28号，
1996年， 2頁

3 回尾雅夫『ボランタリー組織の経営管理』有斐閣，
2001年， 195頁

山岡(2003) 木原(2003) 小島(2006)，
後藤(2008)

NPO 行政， 行政一住民(含む 行政-NPO一企業
NPO一企業，企 NPO)一企業
業一行政
異種・異質の組織 公共活動の共通日 セクターを異にする
が，共通の社会的 的を達成するため 複数の組織が異なる
な目的を果たすた に，パートナーを いくつかの戦略的意
めに，それぞれの 尊重した対等な関 図を実現するために，
リソース(資源や 係で共同活動を行 単一セクターの主体
特性)を持ち寄 い，活動の成果を のみでは実現が困難
り.対等の立場で 相乗的効果的に創 な事柄を協働して実
協力して共に働く 出する戦略的，実 行する活動。 (1戦略
こと 践的行為 的協働」と定義)

4 山岡 義典 INPOとの協働事業J，r政策づくりの基
本と実践』法政大学出版部， 2003年

5 木原勝彬 INPOと行政の協働とは何かJ，rNPOと
行政の協働の手引きJ大阪ボランティア協会， 2003年
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このように，わが国における「協働」の定義

は，関係する主体や活動内容が次第に広がりを増

し時代とともに変遷を辿っていることが窺え

る。(表1)

(2 )本稿における定義

本稿においては，行政，住民. NPO. 企業等

が連携し「地域」という一定の地理的範囲にお

ける取り組みに着目している。

さらに.r行政住民J.r行政-NPOJという

こ者間の協働体系を超える活動を主眼としてい

る。

そこで，本稿では.r地域協働Jという用語を

用い.r地域において複数のセクターから構成さ

れる連携形態で，参加主体の協調により各々の資

源を動員することで当該地域社会の問題の解決に

寄与する状況Jと定義する。

(3 )地域協働を促す要因

協働の定義が変遷をたどるなかで，実際の地域

協働による具体的な活動がどのような要因や要素

により成り立つのか，言いかえれば，地域協働が

成功する要件を抽出することがポイントとなる。

この点について，先行研究では，大きく 2つの特

徴がある。

まずーっが，関係主体に内在する原因を重視す

る. r内因性重視」の立場である。松行康夫・松

行彬子 (2003)8は，基本的な原則として. r対等

性の尊重J.r自立性の尊重」等関係主体双方の立

場を尊重することに着目した要因を重視してい

る。

また，世古 (1997) も. r自立J.r相互に認識

(理解)J. r共通の目標」等関係主体そのものが為

すべきことを重視している。

他方で，当該主体を取り巻く背景等外在する要

因を重視する「外因性重視」の立場として，

Waddock
9は，社会的パートナーシップ (Social

Partnership) の増進に向けた評価システムのモ

デルを提示する過程において. r権限又は法，シ

6 小島康光「協働の窓モデル J.r経済学研究J55巻
4号，北海道大学. 2∞6年

7 後藤 祐一 rNPO・政府・企業問の戦略的協働に関

する実証研究ーツール・ド・北海道の事例分析ーJ.r経
済学研究』北海道大学. 2008年

8 松行康夫，松行彬子『公共経営学ー市民・行政・企業

のパートナーシップ1.丸善.2004年.21-22頁

ステムJ.r既存のネットワークJ.r第3者機関ま

たは仲介者J.rビジョンの共有J.r危機J.rビ
ジョン重視のリーダーシップ」という 6つの要因

を抽出している。

3.先行研究を踏まえた問題意識

このように，協働の定義や要因が導き出されて

いるが，先行研究の多くは，事例の抽出によって

その要因を導き出している。他方で，本稿で定義

した地域協働の取り組みがどのような活動の下で

生起するのか，地域協働による活動を展開する組

織体制による差異があるのか，さらには，地域協

働を促す要因として何が重要なのかについては，

十分な解明がなされていない。

そこで，本稿においては，地域協働の取り組み

として「中心市街地活性化」に焦点を当てる。中

心市街地は，商業，業務，居住等の都市機能が集

積し長い歴史の中で文化，伝統をはぐくみ，各

種機能を培ってきた「まちの顔Jとも言うべき地

域である。

しかしながら.r病院や学校，市役所などの公

共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散.モータ

リゼーションの進展，流通構造の変化等による大

規模集客施設の郊外立地，居住人口の減少等中心

市街地のコミュニティとしての魅力低下，中心市

街地の商業地区が顧客・住民ニーズに十分対応で

きていないことなどにより，中心市街地の衰退が

進みつつある。」との指摘がなされている。10

中心市街地は.都市としての集積が進むに伴

い，地権者や商業者，市民や NPO. 民間企業，

交通事業者など多くのステークホルダー(関係

者)が関与している。したがって，まちのにぎわ

いを取り戻し，人々の生活空間として再生させる

ためには，関係者相互の連携による取り組みが必

要不可欠となる。

次章では，中心市街地活性化の取り組みとし

て，行政，市民，企業及びNPO等様々な地域社

会におけるセクターから構成される「中心市街地

9 Sandra a .Waddock“Understanding socia! partner-
ship :An evolutionary model 01ρartnershit organiza-

tions，" Administration & Society. Vol.21. 1989. pp.78-100 
10 国は，平成18年9月8日.r中心市街地の活性化を図

るための基本的な方針」において，中心市街地の現状認

識として明示した。
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活性化協議会」における活動に着目し，アンケー

ト方式によりデータを集計した結果を考察する。

4. 中心市街地活性化協議会の活動を通じて

(1)中心市街地活性化協議会とは

2006年(平成18年)の「中心市街地の活性化に

関する法律(以下， 1中活法J)Jの改正により法

制化された「中心市街地活性化協議会(以下，

「協議会J)Jは，中心市街地活性化計画を策定す

る市町村への意見の提出等のみならず，活性化事

業の調整，企画立案をも担うことが期待される組

織として，全国140地区 (2009年9月末時点)で

設置されている。

協議会は，コンパクトなまちづくりと商業等の

経済活動の活性化を一体的に推進するという観点

から，都市機能を増進する主体(例:まちづくり

会社)と経済活力を推進する主体(例:商工会議

所)を必須メンバーとし民間事業者，地権者，

住民代表， NPO及び行政機関等の幅広い組織(以

下， 1構成員J)が参画する，まちづくりを総合的

に推進する組織である。

(2 )分析項目と手法

本アンケート調査は，中心市街地における地域

協働がどのような条件や要因の下に生成されるの

かを，協議会の体制や活動内容等を通じて明らか

にするために実施した。具体的には，全国各地の

協議会の組成時期や予算等の基本的事項，当該地

域における課題.活動内容と構成員の連携成果及

び今後の構成員問の連携支援策を集計した。

そして，活発な活動を展開する協議会の特徴や

協議会という「場」を通じて構成員の連携活動を

促進させるための要因をアンケートにより得られ

た回答から抽出した。

( 3)調査概要

①実施概要

本アンケート調査は，中活法に基づき， 2009年

5月末までに設立された全国136の協議会事務局

に対して表2のとおり実施した。回答数は87協議

会で，回答率は， 63.9%であった。(表2)

表 2 アンケート調査概要

調査期間 2009年6月22日-7月3日

調査対象
2009年5月末まで設立された136の協
議会事務局

配布・回収方法 配布は郵送。回収は郵便又は E.Mail。

回答数 87協議会(回答率63.9%)

②人口規模

回答のあった協議会を人口規模別でみると，

「人口10万人超から20万人以下」が22協議会と最

も多く，次いで、 15万人超から10万人」が18協議

会， 15万人以下jが12協議会， 120万人超から30

万人Jが11協議会等である。(図1)

22 

18 

-回嘗叡

... :-r .. _T 6..... ‘.'r ... ..，.. L..T' ~.ヤ ... :r ~..，.. .-_l- ..... 'γ 
〆，，-$' .. ，，(;)' "，";>'- "'~.- ，.4>'. ..<i"- ，.+，. ，，~' /.0' ，. ... <9. 

図1 アンケート回答協議会の人口規模

なお，協議会所在の市町村で最も人口が多いと

ころは， 98万人余りで，逆に最も人口が少ないと

ころは， 1万9千人余であった。

(4 )協議会の現状

①設立年

まず¥設立年をみると， 12007年」が40協議会，

次いで、 12008年Jが28協議会であり，協議会が設

立されて 1-2年半程度が経過している協議会が

最も多くを占めている。(図 2)

重立写

2009年

20四年

四昨年 40 

20[165:手

10 20 30 40 50 

園蓄量

図2 協議会の設立年

②運営体制

協議会の運営にあたる事務局を機関毎にみる
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と， r商工会議所」が56協議会と最も多く，次い

で， r街づくり会社Jが12協議会となっている O

この協議会の運営にあたって重要となるのが人

的体制であるo

回答の結果， r専従職員がいるJとする協議会

の割合は22%にすぎず， 78%の協議会では商工

会議所等の職員の兼務により運営されている O

また，活性化プロジ、ェクトの企画立案や構成員

間の調整を行う「タウンマネジャー」の配置の割

合は， 31%であった。(図 3)

図3 タウンマネジャー有無の割合

③運営予算

協議会における年間の予算額を尋ねたところ，

「予算が全くない」が20協議会と最も多く，次い

で 1100万円超から500万円」が19協議会， 110万

円超から50万円」が15協議会であった。

他方で， 6協議会では 年間予算額が r1千万

円超Jとの回答があった。つまり，予算規模は，

協議会毎にかなりのパラつきが生じている。(図

4) 

なお，回答のあった協議会の年間予算の中央値

は約68万円，最高額は， 1，900万円であった。

10，000，∞1円以上

~10，α凧α刻:q

年澗 ~5.000αJO円
予算額

~I，OOO，OOO何

~500刈X阿

~100，OO(円

。円

10 

11 

10 
15 

15 

回答数

国4 年間予算毎の回答数

④主要検討課題

9 

20 

20 25 

協議会における検討課題のうち，主要な課題を

3つ以内で、尋ねたところ， r商業の活性化」が85

協議会と最も多く，ほぼすべての協議会における

主要課題として挙げられているo 次いで、， r市街

地再開発事業の方策」が43協議会， 1居住対策J
が38協議会の頗となっている o (図 5)

(5)活動タイプの分類と構成員の連携活動

①Aタイプと Bタイプの存在

次に，協議会の活動内容を大きく 2つのタイプ

に分けて尋ねた。その一つが， r法定事項のみの

活動タイプ(以下， 1 AタイプJ)Jである。

協議会は，中活法の規定に基づき，中心市街地

ごとに規約を定め，組織することができる(法第

15条第 1項)。その機能として，イ.市町村が基

本計画を作成する際の意見聴取(法第 9条第 4

項)，ロ.市町村が作成する基本計画，認定基本

簡素の活性化策

市復地再開発事業の方策

居住対策

都市福利施設〈伊，/:図3書館、筋書宅、・・
道路・筏路繁僑方策

公共交遊対策

その他

治安対策 10

5 

w w ~ ~ ~ w ro 00 00 

回答数

図5 主要検討課題(主嬰な3つを選択)

計画の実施等について，市町村への意見提出(法

第15条第9項)，ハ.民間事業者が特定民間中心

市街地活性化事業計画を作成する際の協議(法第

40条第 1項)という法定事項がある。 Aタイプ

は，これらの法定事項のみの活動を展開する協議

会である D

他方， もう一つが法定事項に加え， 1法定事項

以外の活動(以下， 1法定外活動J) も実施するタ

イプ(以下， IBタイプJ)Jである。

中活法の規定に基づく「中心市街地の活性化を

図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議

決定)Jでは，協議会の設置について「多様な構

成員が議論を行い，地域独自のアイデイアを実行

に移すべく，その意見調整を図ることによって，

中心市街地の活性化に向けた取組の実効性を確保

するなど，中心市街地の活性化を推進する上での

中心的な役割を担うものである。Jと規定されて

いる。つまり，協議会は，市町村が策定する基本

計画の協議等のための機能のみならず，組織間の

コーデイネート機能を発揮されることが期待され
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Bタイプは，アンケ}ト調査の結果，法定外活

動として，下記のイ~ホのような取り組みを展開

しているo

イ.講演会・パネルデイスカッション

ロ.専門家等による診断・助言事業

ハ.分科会やワーキンググループ

=-. rまちづくり会社Jの検討

ホ.イベント事業

各々の取り組み状況を尋ねたところ， r専門家

等による講演会等の開催」が38協議会，次いで

「分科会やワーキングショップ等の設置」が30協

議会，専門家等による診断・助言事業の実施」が

23協議会であった。(図6)

専門軍等Lこよる諦持密会・パネルヂイスカッションの開憧

分科会やワーキンググループ等の殺蓋

尊門家等Lこよる診断・助言事業の実施

イベント等事襲の実施

その他

ハード.ソフトの事業在展開する総織の検討

10 15 20 ~5 30 35 40 

図6 法定外活動の内容(複数回答)

②Aタイプと 3タイプの比率と特鍛

本調査において，各協議会における活動実績を

踏まえ，上記の2つのタイプのいずれに当てはま

るかを尋ねたところ， Aタイプの協議会が42.9%，

Bタイプの協議会が57.1%とほぼ2分された結果

となった。

2分された協議会の特徴を地域協働の観点から

考察すると， Aタイプにおいては，活動内容が協

議に限定されてしまうため，協議会という「場」

を通じた構成員間の連携活動は，発生しない。

他方で， Bタイプにおいては，協議会の場を通

じたコーデイネート機能の発揮により，構成員間

の連携活動を生成し得ることが浮き彫りとなって

いる。(図7)

この点について， Bタイプの協議会における活

動と構成員間の連携成果との関係を次項で明らか

にするo

法定事項のみの活動タイプ i法定事理主伊十の活動岱l下、
〔A9..{ブ Ir浩定外活動J)時菰持活

・法定率境とは… 11動タイプ(sタイブ〕
・ イ.市町村が基本計画を作成す 11 

る際め窓思惑.n~法第E条第4項]

- 口.市町村が作詩する基本計

菌、認定基本計扇の実擁等につ
いて、市町村への翠皐盆出[法第

15条第9項}

ハ.民間事業者が持定民悶中心

市街地活性化事業計画を作成す
る擦の隆議{法第40条第11買]

議長
憧護金a合r操 z相量紅会事輩諸国

隠(/)筆者眠選11広務ぞれ£乱L

法定事項に加え、法定外活動

の実絡により構成員閣のコー
ディネート機能を発襟

〈法定外活動の1m
イ.諮港会・パネルディスカッション
ロ.専門家容による訟断・助言事業
ハ.分科会やワーキングタル』ブ
二.rまちづくり会社J)の検討

ホ.イベント事案

噂お
コーヂィネート袋畿の察欄Z土色I
書盤強属国め遠鏡是正働事学路.耳

図7 タイプ別の比較

③構成員開の連携活動への成果

アンケート調査の結果によれば， r専門家等に

よる診断・助言J及び「イベント等事業」の実施

による成果として， r構成員の連携による具体的

な活動が実現した。」との回答割合がそれぞれ7

割を超えた。

次に「その他Jの回答亙分に記載された「広報

活動Jや， r空き庖舗調査活動」等の実施により，

同様に構成員の連携による具体的な活動が実現し

たとの割合が66.7%を占めた。

つまり，これらの法定外活動の実施により，協

議会の構成員である組織や人を結びつけ，新たな

連携活動へと進展したのである。(図 8)

w門軍容によるm，T'助君事業由菊韮

イベント等事業の実施

その檀

分科会やワーキンヲヲループ型炉町政置

ハード、ソフトの事業を隈幣するIl憾の横
肘

専門軍等lこよる務理主パネルディスカッ
ション由開擢

圃客誘含

_A.樗成員の連携による異体

90/凶舌動が実現レた.

_8構成員の達徳による活動

計画在検討中.

稔C.構成員のコミュニサーシヨ

ンが活発化レた.

_0.構成員の逮携に効果力河

かった.

・E その他

函8 法定外活動による構成員の連携成果

④タイプ別の特性分析

このように協議会がA. Bの2つのタイプに分

かれることが判明し， Bタイプでは構成員間の連

携に一定の成果が認められるが，かかるタイプ毎

に組織的な特性があるのであろうか。

アンケート調査結果を踏まえると，人的な支援

体制に明らかな違いが出ている。具体的にみる

と， Bタイプでは，構成員の連携活動をサボ}ト

する「タウンマネジヤ ~J や「専従職員」が配置

されている率がAタイプに比較して高い傾向であ

ることが浮き彫りとなった。(表3)
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表3 サポート人材の比較

(6)連携活動を促す要因・要素

次にBタイプの協議会における講成員の連携に

よる活動は， どのような要因や要素により実現し

たのであろうか。本アンケート調査では.r連携

活動が進んだ要因J若しくは「必要な要素Jの当

てはまりを 5段階で尋ねた。

その結果.r中心市街地衰退の危機感」が「該

当するj. rどちらかといえば該当するJとの回答

を合せて83.7%を占めた。次いで. r協議会会長

等のリーダーシップj.r連携活動を促すビジョ

ンJ治宝同じく 70.7%を占めている。

つまり. r危機感j. rリーダーシップJ及び

「ビジョンの有無J等が連携活動を生み出す要因・

要素として重要であることが判明した。(函 9)

中心市街地記Eの危縫感

極霊会会長等のリ-1J-;;."ブ

連携活動萱促すビジョン

E 既存のコミ三二ティー活動

a 入村、船確保

合ウンマネジャーの活動

協霊会の歳約

田容割合

"・・怯過する

8..Eちらか品、えliI接当
する

爽乙どちら~も雷'~屯1も

8dどちらか、品、ぇ1;(，該当
し立い

h 銭2告し鋭、

図9 連携活動が進んだ要因・要素の割合

これらの結果を踏まえると，前述の先行研究の

整理で触れた Waddockが示している社会的パー

トナーシップの要因である「危機j.rビジョン重

視のリーダーシップ」等の要因ともほぼ合致して

いる。本調査の結果は. Waddockの提示したモ

デルを実証し得るものともいえよう D

(7)協議会としての将来的な対応

将来的な協議会による構成員聞の連携を促す活

動の方針を尋ねたところ.Aタイプの協議会で

は，構成員の「自主性に委ねるJが64.7%と最も

多くを占めた。他方で. Bタイプの協議会では，

「支援活動を検討」が46.0%.r支援活動を拡大J

とする協議会も30.0%となった。

つまり，協議会という「場Jを活かして構成員

の連携による事業活動を強化する協議会と構成員

の自主性に委ねる協議会とに 2分されることが明

らかとなったo (表4)

表4 将来的な対応

5. まとめ

( 1 )アンケート調査結果を通じて

①調査の概要

本稿は，地域協働に関連する先行研究を踏まえ

つつ

イ.地域協働の取り組みがどのような活動の下

で生起するのか。

ロ.地域協働による組織体制による差異がある

のか。

ハ.地域協働を促す要因として何が重要なのか。

という点を分析するため，衰退が進む中心市街

地の再生に向け，行政，市民，企業及びNPO

地域社会における様々なセクターから構成される

「中心市街地活性化協議会」の活動に養目した。

そして. 2009年5月末時点における全国136の中

心市街地活性化協議会を対象としたアンケート調

査を実施した。 (87協議会から回答。回答率

63.9%) 

今回実施した調査の結果から，体制や活動内容

に大きな違いがあることが浮き彫りとなったD 本

アンケ}ト調査の結果は，上記の 3つの分析視点

に対する要諦を示しており，以下そのポイントを

述べる。

②地域協働の生起に資する活動

調査結果によれば.r専門家等による診断・助

言」及び「イベント等事業Jの実施により. r構
成員の連携による具体的な活動が実現した」との

回答割合がそれぞれ7割を超えている。

これらの結果から，専門家の知見の活用や，例

えばイベントのような構成主体聞の事業活動の展
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聞が地域協働を生成するために有効で、あることが

窺える。

③組織体制

また，協議会の構成員の活動をサポートするタ

ウンマネジャーや専従職員が配置されている協議

会においては，地域協働の切欠となる事業活動が

活発となっている。すなわち，単に組織を形成す

るのみならず，構成員聞のコーディネート機能を

生成する組織の位置づけが重要である。そのうえ

で，構成員聞の連携を支援する人材(専従職員，

タウンマネジャー等)の配置が重要となることも

浮き彫りとなった。

④地域協働を促す要因

また，連携活動が進んだ要因若しくは必要な要

素として. I中心市街地衰退の危機感j. I協議会

会長等のリーダーシップj. I連携活動を促すビ

ジョン」が7割以上の回答率で、あった。

つまり，危機感，リーダーシップ及びビジョン

の有無等が連携活動を生み出す要因や要素として

重要で、あることが判明した。

(2 )今後の課題

全国各地で. Iまちづくり条例Jの制定や「協

働のまちづくりJといったキャッチフレーズを用

いる自治体が多く出現している。地域協働の動き

はますます重要性を増している。他方で，本稿の

中心となっている中心市街地活性化協議会のアン

ケート調査結果によれば.その活動内容や体制に

大きな違いが生じていた。

今後，各地域の特性を踏まえつつ，地域協働に

よる取り組みを維持，発展させることが重要とな

る。本稿では，地域の特性と地域協働の取り組み

の関連性の分析には至っておらず，今後の課題と

なる。

最後に，調査結果を踏まえつつ，政策的な課題

を整理する。

①形式化の回避

今回のアンケート調査の集計の結果，特に法定

活動のみに取り組むタイプの協議会 (Aタイプ)

においては，中心市街地活性化に向けて構成員の

自主的な取り組みに委ねるとする回答が6割以上

を占めた。

この結果から，今後とも協議会の取り組みが，

「形式化」する側面がある。

地域協働の推進策が「形式化」することのない

ように留意が必要となる。

②コーディネート人材等の養成，配置

また，アンケート調査の結果，法定外活動も取

り組む協議会 (Bタイプ)で顕著に示されたよう

に，活発な活動を展開する組織においては，専門

職員やタウンマネジャー等各主体問の調整や活動

を率先して進めるコーデイネート人材が不可欠で

ある。

内閣府が実施した調査によれば. I地域の活動

が上手く進展している地域では，活動を企画・運

営する中心的な人物(キーパーソン)が存在し

さらにそのキーパーソンを取り巻く人的ネット

ワークが形成されているケースが多く見られる。」

との結果が出ている11

つまり，調整能力や行動に長けている人材が必

要とされる。地域協働の取り組みを一層充実させ

るためには，かかる人材の養成や活動の裾野を広

げる必要があろう。

③実効性のある組織の創設

地域協働を推進するためには，各主体が効率的

かつ，お互いの各々の資源を有効に活動するため

の体制作りが重要となる。

例えば，英国政府は. 2001年に「地域戦略パー

トナーシップ (LocalStrategic Partnership (通

称 LSP))jを発表した。 LSPは. 1990年代の英

国保守党後期政権において，それまでのハードを

中心にした経済的な都市開発政策から，地域の社

会的および経済的な課題の解決に，地域コミュニ

ティーを基盤にしたパートナーシップによって総

合的に取り組む地域再生政策へと政策の転換がな

されたことが切欠となっている。

LSPに基づき，貧困・犯罪，医療，教育，雇

用等の指標に基づき，最も荒廃している地域を固

が指定し地域格差を是正するための事業が展開

されている。

この事業運営にあたっては，固による資金が投

下されているが. LSPの構成主体は，そのパー

トナーシップがある地域を受け持つ公的セク

ター，コミュニティー組織，ボランタリー組織及

び民間企業等である。

11 内閣府経済社会総合研究所. r地域の人材形成と地域

再生に関する調査研究J.平成19年9月
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他方で，我が固においても「地域再生協議会J

をはじめ.様々なまちづくり協議体が組織されて

いる。

しかしながら，英国の LSPの取り組みとは違

い，事業実施にあたっての「手続き的な組織」と

の側面が強い。今後，各地域のニーズを踏まえつ

つ，地域の最も適切なセクターが連携し実効性

を兼ね備えた組織の創設が必要で、ある。
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